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　２　補助率の単位は、分数を除いてパーセントであること。
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１　国営事業

国 県 地元 備　　考

20／30 5.7／30 4.3／30

20／30 5.1／30 4.9／30

70 30 －

20／30 9／30 1／30

20／30 5.1／30 4.9／30

20／30 7／30 3／30

20／30 5.1／30 4.9／30

水管理施設の
末端支配面積
100ha 未 満

50 25 25

20／30 5.8／30 4.2／30

20／30 5.1／30 4.9／30

20／30 5.8／30 4.2／30

20／30 　9／30 　1/30

20／30 5.8／30 4.2／30

50 29 21

66.6 30 3.4

直
轄
地
す
べ
り
対
策
事
業

笹 ヶ 峰 二 期 20／30 10／30 －

70 30 －

20／30 10／30 －

突
発
事
故
復
旧

新 川 流 域 70 30 －

　
　
国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業

一 般 施 設
500ha 以 上

事　　業　　名

新 津 郷 用 水

信濃川左岸流域

加 治 川 用 水
※

新川 流域 二期

そ の 他

排 水 機 場

頭 首 工

末 端 支 配 面 積
1,000ha 以 上

そ の 他 の 施 設

河 口 排 水 樋 門

新 津 郷 排 水

支払方法（一般型）
【直入方式】
　対象地区
　　加治川用水地区
　　新川流域二期地区
　　信濃川左岸流域地区
　　新津郷用水地区
　　新津郷排水地区
　　阿賀野川左岸地区
　　笹ヶ峰二期地区
　　阿賀野川用水地区
　　新川流域地区
　

　①　県
　　　当該年度に負担金を支払う
　②　地元
　　　事業完了年度の翌年度（部分完
　　了の場合は翌年度）から
　　　２年据置き15年間の元利均等年
　　賦とし利率は農林水産大臣の定め
　　る率とする。

※加治川用水地区は、R7年度に完了している
が、施設機能監視制度（R8～R10）を適用して
おり、施設の機能の十分な発揮に支障を及ぼ
す事態が起きた場合は工事等を実施する可能
性がある。

阿賀 野川 左岸 一 般 施 設
500ha 未 満

耐 震 対 策

地すべり防止施設

排 水 機 場
（耐震対策除く）

排 水 機 場
（ 耐 震 対 策 ）

水 管 理 施 設
（ 応 急 対 策 ）

揚 水 機 場
幹 線 水 路
水 管 理 施 設
（応急対策除く）

そ の 他 の 施 設

頭 首 工

末 端 支 配 面 積
1,000ha 以 上

事
故
防
止
事
業

阿賀 野川 用水

頭 首 工

国営施設応急対策

排 水 機 場
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２　国営造成施設県管理事業

国 県 地元 国 県 地元 国 県 地元 国 県 地元 国 県 地元

50 33.33 16.67 40 40 20 － 100 － － 100 － － 60 40

50 33.33 16.67 40 40 20 － 100 － － 100 － － 60 40

50 33.33 16.67 40 40 20 － 100 － － 100 － － 60 40

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 60 40

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 60 40

50 33.33 16.67 40 40 20 － 100 － － 100 － － 60 40

親 局 50 16.485 33.515 40 19.782 40.218 － 100 － － － － － 32.96 67.04

子 局 50 4.255 45.745 40 5.106 54.894 － 100 － － － － － 8.51 91.49

50 33.33 16.67 40 40 20 － 100 － － 100 － － 60 40

50 33.33 16.67 40 40 20 － 100 － － 100 － － 60 40

50 33.33 16.67 40 40 20 － 100 － － 100 － － 60 40

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 70 30

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 70 30

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 70 30

本 体 50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 50 50

子 局 50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 50 50

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 50 50

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 50 50

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 50 50

50 25 25 40 30 30 － 100 － － 100 － － 50 50

－

県 地元

笹 ヶ 峰
ダ ム

施 設 管 理 費
（整備補修） 前年度の電力納入金に

土地収用法第88条の２
の細目等を定める政令
第16条に定める修正率
を乗じて得た額

電力納入金控除後の
50％

国と電力納入金
を控除した額の
50％

国と電力納入金を控除
した額の50％

施 設 管 理 費
（維持管理）

電力納入金控除後の
40％

委 託 職 員 給 －

管 理 諸 費
地 方 事 務 費
県 職 員 給

－ － 100

加治川第２頭首工

大 島 頭 首 工

施設名 電力納入金 国

施設管理費
（維持管理）

管理諸費
地方事務費

県職員費 委託職員給

新川河口

排水機場

排 水 機 場

中 央
管理所

施　　設　　名

施設管理費
（整備補修）

新井郷川排水機場

親 松 排 水 機 場

新川右岸排水機場

七 穂 排 水 機 場

小 新 排 水 機 場

刈 谷 田 川 右 岸
排 水 機 場

荒 川 頭 首 工

阿賀野川頭首工

加治川第１頭首工

白 根 排 水 機 場

中 部 排 水 機 場

萱 場 排 水 機 場

大 秋 排 水 機 場

覚 路 津 排 水 機 場
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３　一般公共事業（県営事業）

国 県 地元 国 県 地元

50 25 25 50 25 25

－ － －
50

(55)
27.5
(25)

22.5
(20)

55 25 20 50 30 20

－ － － 50 25 25

－ － － 50 27.5 22.5

－ － － 1/3 1/3 1/3

50 30 20 50 30 20
平成31年度以
前新規

55 30 15 50 35 15

50 25 25 50 27.5 22.5

－ － － 50 30 20

－ － － 50 27.5 22.5

－ － － 55 27.5 17.5

－ － － 55 27.5 17.5

－ － － 50 25 25

－ － －
50

(55)
25

(22.5)
25

(22.5)

－ － － 100 - -

既存の県営造成基幹水利
施設の機能保全計画の策
定（機能診断を含む。）
令和８年度以降は、１地
区当たりの事業費が
2,000千円以上10,000千
円以下の地区に適用

農地建設

農地建設

担当課事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考

特定地域＝過疎、
　　急傾斜、
　　山村振興、
　　特豪、
　　特定農山村
（　）は、農業用水路等
長寿命化・防災減災対策
事業（国補）及び農地耕
作条件改善事業（国補）
に適用

農地建設

特定地域

離 島

広 域
農 業
基 盤
緊 急
整 備

水 利 施 設
整 備

一般地域

特定地域

受益面積20ha以上
（特定地域及び離島は
10ha以上）
特定地域＝過疎、急傾斜
　山村振興、特豪、
　特定農山村、棚田

県 営 基 幹 水 利 施 設
ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト
事 業 （ 保 全 計 画 ）

県 営 基 幹 水 利 施 設
ストックマネジメント
事 業
（ 工 事 ）

特定地域

修 繕 保 全

排 水 対 策 特 別

離島以外

離 島

県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業

一 般

一般地域

特定地域

離 島

一般地域

機能保全計画策定済の国
営、県営造成基幹施設の
補修、補強、更新工事
事業費120,000千円以上
（　）は、農業用水路等
長寿命化・防災減災対策
事業（国補）及び農地耕
作条件改善事業（国補）
に適用

平成26年度以
降新規

大 規 模 ダ ム

特定地域

離 島

集 積 型

一般地域
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国 県 地元 国 県 地元

－ － － 55 37 8
県営かんがい排水事業と
併せ行う県営農地防災排
水事業に係る負担率

農地建設

－ － － 50 32 18

－ － － 55 32 13

－ － － 60 34 6

60 30 10 55 35 10
平成5年度以前
新規

－ － － 55 37 8
平成6年度以降
新規

－ － － 50 42 8
平成6年度以降
新規

－ － － 55 42 3
平成6年度以降
新規

55 30 15 50 37 13

55 30 15 55 37 8

50 30 20 50 32 18

50 30 20 55 32 13

2/3
(50)

1/3
(50)

－
(－)

50 50 －

「昭和59年度
負担率欄」の
上段は、平成4
年度以前実施
の1号事業、下
段( )内は同2
号事業に適用
される。

１　地すべり等防止法第
　29条に規定する事業
２　平成５年３月31日法
　改正により1号事業、
　2号事業の種別廃止

1/3 2/3 － 1/3 2/3 －

地すべり等防止法第２条
第３項に規定する地すべ
り防止施設の補修事業
総事業費15,000千円以上

2/3 1/3 － 2/3 1/3 －

地すべり等防止法第29条
に規定する事業で渓流に
係る緊急を要する工事
事業費6,000千円以上

50 50 － 50 50 －

地すべり等防止法第29条
に規定する事業で上記以
外の緊急を要する工事
事業費6,000千円以上

担当課

地 す べ り 防 止 工 事

地 す べ り 防 止 施 設
補 修 工 事

県
営
地
す
べ
り
対
策
事
業

農地建設

事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考

農地建設

一 般 地 域

受益面積30ha以上
事業費50,000千円以上
特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

その他の
施 設

一般地域

特定地域

農地建設
災害関連緊急
地 す べ り
対 策 事 業

渓 流 工 事

その他の工事

農地建設特定地域

離 島

県
営
湛
水
防
除
事
業

特 大 規 模
受益面積400ha以上
事業費500,000千円以上

大
規
模

小
規
模

特 定 地 域

受益面積300ha以上400ha
未満
事業費50,000千円以上
特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

特定地域

特定地域＝過疎、山村振
興、特定農山村

基幹排水
施 設

一般地域

県 営 農 地 防 災 排 水 事 業

県営土地改良施設
突発事故復旧事業

一般地域
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国 県 地元 国 県 地元

特
大
規
模

60 20 20 55 28 17

受益面積100ha以上で、
事業費80,000千円以上
（ただし、中山間地域に
あっては、受益面積70ha
以上で、事業費30,000千
円以上）

一般
地域

－ － － 50 33 17

特定
地域

－ － － 55 33 12

－ － － 60 30 10

一般
地域

50 25 25 50 29 21

特定
地域

－ － － 55 29 16

60 20 20 60 31 9

一般
地域

－ － － 55 34 11

特定
地域

－ － － 55 34 11

－ － － 60 34 6

一般
地域

－ － － 50 34 16

特定
地域

－ － － 55 34 11

－ － － 60 34 6

農地建設

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業

た
め
池
総
合
整
備
工
事

地
震
・
豪
雨
対
策
型

大
規
模

離
島
以
外

以下のいずれかに該当す
るもの
ア　防災受益面積70ha以
　上（ただし、離島に
　あっては、防災受益面
　積40ha以上、特例地域
　にあっては、防災受益
　面積30ha以上）かつか
　んがい受益面積40ha以
　上
イ　防災受益面積7ha以
　上かつかんがい受益面
　積2ha以上であって想
　定被害額（農外）3億
　円以上
特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

離 島

小
規
模

小
規
模

離島以外

離 島

大
規
模

離
島
以
外

一
般
整
備
型

離
島
以
外

担当課事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考

受益面積40ha以上100ha
未満で、事業費50,000千
円以上（ただし、中山間
地域にあっては、受益面
積20ha以上70ha未満で事
業費30,000千円以上）

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

以下のいずれにも該当す
るもの
ア　防災受益面積7ha以
　上又は想定被害額（農
　外）が40,000千円以上
　かつ受益面積2ha以上
イ　事業費8,000千円以
　上
特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

離 島

離
島
以
外

以下のいずれにも該当す
るもの
ア　受益面積が2ha以
  上のもの
イ　事業費8,000千円
　以上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田離 島
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国 県 地元 国 県 地元

特
大
規
模

60 25 15 55 28 17

受益面積400ha以上で、
事業費80,000千円以上
（ただし、中山間地域に
あっては、受益面積
200ha以上で、事業費
30,000千円以上）

一般
地域

60 25 15 50 33 17

特定
地域

－ － － 55 33 12

65 22.5 12.5 55 30 15

一般
地域

50 27.5 22.5 50 29 21

特定
地域

－ － － 55 29 16

60 25 15 52 31 17

60 30 10 55 37 8 事業費100,000千円以上

一般
地域

60 30 10 50 42 8

特定
地域

－ － － 55 42 3

65 30 5 55 36 9

一般
地域

50 30 20 50 32 18

特定
地域

－ － － 55 32 13

60 30 10 52 34 14

担当課事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考

農地建設

離島以外

小
規
模

離
島
以
外

受益面積20ha以上200ha
未満（ただし、中山間地
域にあっては、受益面積
10ha以上200ha未満）
で、事業費8,000千円以
上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田離 島

離 島

大
規
模

離
島
以
外

離 島

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業

離
島
以
外

受益面積200ha以上400ha
未満で、事業費50,000千
円以上（ただし、中山間
地域にあっては、受益面
積100ha以上200ha未満
で、事業費30,000千円以
上）
特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

事業費50,000千円以上
100,000千円未満

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

事業費8,000千円以上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

用
排
水
施
設
整
備

用
排
水
施
設
整
備

河
川
工
作
物
応
急
対
策

特大規模 離島以外

大 規 模

離
島
以
外

離 島

小 規 模
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国 県 地元 国 県 地元

一般
地域

－ － － 55 37 8

特定
地域

－ － － 55 37 8

－ － － 55 36 9

一般
地域

－ － － 50 32 18

特定
地域

－ － － 55 32 13

－ － － 55 34 11

－ － － 50 32 18

－ － － 55 32 13

小
規
模

大
規
模

離 島

離
島
以
外

以下のいずれかに該当す
るもの
ア　総事業費8,000千円
　以上
イ　防災受益面積30ha
　以上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

農地建設

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業

土
地
改
良
施
設
耐
震
対
策

土

地

改

良

施

設

豪

雨

対

策

担当課事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考

一 般 地 域

特 定 地 域

事業費8,000千円以上

防災受益面積30ha以上

離
島
以
外

防災受益面積400ha以上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田

離 島
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国 県 地元 国 県 地元

一般
地域

－ － － 55 34 11

特定
地域

－ － － 55 34 11

－ － － 60 34 6

一般
地域

－ － － 50 34 16

特定
地域

－ － － 55 34 11

－ － － 60 34 6

一般
地域

－ － － 55 34 11

特定
地域

－ － － 55 34 11

－ － － 60 34 6

一般
地域

－ － － 50 34 16

特定
地域

－ － － 55 34 11

－ － － 60 34 6

担当課事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考

県
営
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

た
め
池
総
合
整
備
工
事

一
般
整
備
型

大
規
模

離
島
以
外

地
震
・
豪
雨
対
策
型

小
規
模

離
島
以
外

離 島

農地建設

離 島

小
規
模

離
島
以
外

防災重点農業用ため池で
あって受益面積２ha以上
で、事業費40,000千円以
上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田、緊急性が
　高いもの離 島

大
規
模

離
島
以
外

防災重点農業用ため池で
あって以下のいずれかに
該当するもの
ア　防災受益面積70ha以
　上（ただし、離島に
　あっては、防災防災受
　益面積40ha以上、特例
　地域にあっては、防災
　受益面積30ha以上）か
　つかんがい受益面積
　40ha以上
イ　防災受益面積7ha以
　上かつかんがい受益面
　積2ha以上であって想
　定被害額（農外）3億
　円以上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田、緊急性が
　高いもの

離 島

防災重点農業用ため池で
あって受益面積100ha以
上で、事業費80,000千円
以上（ただし、中山間地
域にあっては、受益面積
70ha以上、離島にあって
は、受益面積20ha以上
で、事業費40,000千円以
上）

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田、緊急性が
　高いもの

防災重点農業用ため池で
あって以下のいずれにも
該当するもの
ア　防災受益面積7ha以
　上又は想定被害額（農
　外）が40,000千円以上
　かつ受益面積2ha以上
イ　事業費40,000千円
　以上

特定地域＝過疎、山村
　振興、特定農山村、
　特豪、棚田、緊急性が
　高いもの
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国 県 地元 国 県 地元

60 30 10 55 34 11

防災受益面積100ha以上
（特例地域70ha以上）
かんがい受益面積40ha以
上

60 30 10 50 39 11

防災受益面積40ha以上
（特例地域30ha以上）
かんがい受益面積40ha以
上

55 30 15 50 34 16

防災受益面積10ha以上
（特例地域7ha以上）
かんがい受益面積5ha以
上（地震観測特定地域及
び想定被害額が30,000千
円以上の地区は2ha以
上）

－ － － 55 34 11

防災受益面積70ha以上
かんがい受益面積40ha以
上
事業費8,000千円以上

－ － － 50 34 16

防災受益面積7ha以上
かんがい受益面積2ha以
上であって想定被害額
（農外）3億円以上
事業費8,000千円以上

55 30 15 50 34 16
受益面積がおおむね20ha
以上のものに限る

農地建設

60 34 6 55 39 6
平成5年度以前
新規

－ － － 55 34 11
平成6年度以降
新規

－ － － 50 25 25
水環境整備及び農業水利
施設魚道整備促進事業を
組替

農地建設

－ － － 農地建設

－ － － 55 38 7
地盤沈下対策事業の振替
地区に限る
受益面積400ha以上

農地建設

－ － － 50 35 15

－ － － 55 35 10

農地建設

一般地域 受益面積20ha以上

特定地域＝過疎、山村振
　興、特定農山村、特豪
　、棚田

地 震
対 策
た め 池
防 災

小 規 模

国営附帯
県営農地
防災事業

特大規模 離島以外

県
営
防
災
ダ
ム
事
業

特定農業用管水路
等 特 別 対 策 事 業

特定地域

県営地域用水環境整備事業

県営広域農業用水適正管理
対 策 事 業

国庫補助率は従前の
国営土地改良事業の
国庫負担率と同様

県営地盤
沈下対策
事 業

特大規模 離島以外

農地建設

県 営 水 質 保 全 対 策 事 業

大 規 模 離島以外

平成5年度事業実施地区
は新規地区に移行しても
継続扱いとする

防
災
た
め
池

特大規模 離島以外

小 規 模 離島以外

大 規 模

農地建設

担当課事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考
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国 県 地元 国 県 地元

－
－

－
－

－
－

50
(55)

30
(27.5)

20
(17.5)

－ － － 55 30 15

－
－

－
－

－
－

50
(55)

25
(22.5)

25
(22.5)

－ － － 55 25 20

－ － － 50 30 20

－ － － 55 30 15

－ － － 55 30 15

－ － － 50 25 25

－ － － 55 25 20

－ － － 55 25 20

－ － － 50 30 20

－ － － 55 27.5 17.5

－ － － 62.5 27.5 10
平成30年度以降
新規

－ － － 65 25 10
令和４年度以降
新規

－ － － 61 28.5 10.5
令和３年度以降
新規

農業生産基盤整備事業等

－ － －
50

(55)
27.5
(25)

22.5
(20)

農業生産基盤整備事業
( )は平成28年度から適
用

－ － － 50 25 25 生産・集落環境整備事業

－ － － 52 28 20 農業生産基盤整備事業

－ － － 52 25.5 22.5 生産・集落環境整備事業

65 25 10 50 40 10
昭和58年度以前
新規調査

65 20 15 50 35 15
昭和59年度以降
新規調査

50 25 25 50 25 25

50 50 － 50 50 －

50 50 －

55 45 －
平成21年度以降
事業実施地区

農地整備

農地整備

50 50 －離 島

事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等

県営一般
農道整備
事 業

県 営 広 域 営 農 団 地
農 道 整 備 事 業

広域関連農道整備

過疎山振
基幹農道
整 備

離島以外

一 般 型

一 般 地 域
（特定地域）県

営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

農業生産基盤整備事業等
（次世代農業推進型を含
む）

特定地域＝同上

担当課

農業生産基盤整備事業等
特定地域＝過疎、急傾
　斜、山村振興、特豪、
　特定農山村、棚田
( )は平成23年度事業か
ら適用

営農環境整備事業
特定地域＝同上
( )は平成23年度事業か
ら適用

農業生産基盤整備事業等
特定地域＝同上

営農環境整備事業
特定地域＝同上

備　　考

農地整備

平成21年度以降
新規

平成20年度以降
新規

離 島

一 般 地 域
（特定地域）

離 島

平成15年度以降
新規

離 島

農地整備
県営畑地
帯総合整
備 事 業

担 い 手
育 成 型

担 い 手
支 援 型

一般地域
（ 特 定
地 域 ）

離 島

農業生産
法 人 等
育 成 型

特 定 地 域

一 般 地 域

離 島

一 般 地 域

特 定 地 域

特 定 地 域

高 収 益 作 物 転 換 型

一 般 地 域
面 的
集 積 型

離 島 以 外

離 島

農地中間
管理機構
関 連 型

- 10 -



国 県 地元 国 県 地元

4/6 1/6 1/6 3/6 2/6 1/6 農地整備

－ － － 50 25 25

－ － － 55 25 20

－ － － 55 25 20

60 25 15 55 30 15

60 25 10 60 30 10

－ － － 55
32

(33)
13

(12)

－ － － 60
31

(32)
9

(8)

60 27.5 12.5 55 32.5 12.5

－ － － 60 32.5 7.5

－ － － 55 29 16

－ － － 60 31 9

－ － － 55 29 16

－ － － 60 31 9

－ － － 50 27.5 22.5

－ － － 50 30 20

－ － － 50 25 25

－ － － 50 25 25

－ － － 55 27.5 17.5

農業生産基盤整備、無線
基地局設置
特定地域＝過疎、急傾
　斜、山村振興、
　特豪、特定農山村、
　棚田

－ － － 100 － －
実施計画策定
特定地域＝同上

民 間 技 術 連 携 型
棚田地域振興整備
事 業

特定地域 農村環境

農地整備

離 島

特定地域
の集落道

県 営 中 山 間 地 域
総 合 整 備 事 業

離島以外

農村環境

離 島

県営中山間地域農
業農村総合整備事

業

離島以外
（　）は、土地基盤の再
編・整序化事業

担当課

基 幹 農 道 整 備 事 業

県 営 農 道 橋 等
保 全 対 策 事 業

離島及び
特定地域
の集落道
以 外 特定地域＝山村振興、

　過疎、特定農山村、
　棚田

事　　業　　名
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

採択年度等 備　　考

農村環境

離 島

県 営 農 地 環 境
整 備 事 業

離島以外

農村環境

離 島

県 営 農 村 災 害
対 策 整 備 事 業

離島以外
特定地域（過疎、山振、
離島、特定農山村、特
豪）の指定を受けた地域
を含む市町村で、かつ、
地すべり危険地又は耕地
で一定傾斜地を有する市
町村

農村環境

離 島

県 営 中 山 間 地 域
総 合 農 地 防 災
事 業

離島以外 特定地域内（過疎、山
振、離島、特定農山村、
特豪、棚田）かつ、受益
面積の合計10㏊以上で
800万円以上。

農地建設

離 島

県 営 農 村 振 興
総 合 整 備 事 業

一般地域
農業生産基盤整備

特定地域＝過疎、急傾
　斜、山村振興、
　特豪、特定農山村

農村環境

特定地域

一般地域

農業生産基盤整備を除く

特定地域
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４　一般公共事業（団体営事業）

国 県 地元 国 県 地元

1/3 30 11/30

40 30 30

45 24.75 30.25 45 25 30

50 22.5 27.5 50 25 25

50 24.75 35.25 50 25 25

－ － －
50
～

～
12.5

～
37.5

－ － －
50
～

～
12.5

～
37.5

50 0 50

80 0 20

－ － － 50 20 30 農地建設

－ － － 農地建設

地
す
べ
り
対
策
事
業

団
体
営
関
連
工
事

内 地

離 島

○

○

○

－ － －

事　　業　　名 事業主体

市 町 村

そ の 他

○

○

○

災
害
関
連
事
業

農 業 用 施 設
災 害 関 連
事 業

農 地 災 害
関 連 区 画
整 備 事 業

災 害 関 連
農 村 生 活
環 境 施 設
復 旧 事 業

○

昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

担当課備　　　考

地すべり防止区域（農林
水産省農村振興局、林野
庁、国土交通省所管）に
おいて施行するもの

農地建設

区画整理及び暗
渠排水

農道整備
（傾斜度15度未
満）

かんがい排水、
ため池の整備及
び農道整備（傾
斜度15度以上）

40 27 33

特定地域（過疎、急傾斜、山村振興、特
豪、特定農山村）にあっては、県費2.5％
増

激甚災害の適用を受ける場合の県費補助率
は別に定める

集落排水施設、営農飲雑
用水施設、農村公園施
設、集落防災安全施設で
農地農業用施設被害と同
一災害と認められるもの
（工事費2,000千円以
上、受益戸数２戸以上）

補助対象額等の
合計額が6,000万
円以上、または
当該市町村の発
生年における標
準税収入の10％
以上

農地建設

下記以外

団 体 営 広 域
農 業 用 水
適正管理対策事業

○
国庫補助率は従前の
国営土地改良事業の
国庫負担率と同様

団 体 営 地 域 用 水
機 能 増 進 事 業

○
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国 県 地元 国 県 地元

－ － － 50 25 25 農地建設

－ － － 50 10 40

－ － － 55 10 35

－ － － 50 － 50

－ － － 55 － 45

－ － － 100 － － 農地建設

－ － － 農地建設

－ － － 50 － 50

－ － － 55 － 45

－ － － 50 － 50

－ － － 55 － 45

－ － －
55
～

－
～
45

－ － － 100 － －

－ － － 50 － 50

－ － － 55 － 45

－ － － 100 － －

－ － － 50 21 29

－ － － 55 21 24

－ － － 60 17 23

担当課事　　業　　名 事業主体
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

備　　　考

団体営基幹水利施設
ストックマネジメント
事 業

○
機能保全計画策定済みの国営、県営造成
基幹施設の補修、補強、更新工事

地 域 農 業 水 利 施 設
ストックマネジメント
事 業
（ 工 事 費 ）

○ 一般地域

農地建設

○
離島及び特定地域（過疎、急傾斜、山村
振興、特豪、特定農山村、棚田）

管 理 省 力 化 型

○
一般地域
平成24～30年度（採択年度）

○
離島及び特定地域（過疎、急傾斜、山村
振興、特豪、特定農山村、棚田）
平成24～30年度（採択年度）

地 域 農 業 水 利 施 設
ストックマネジメント
事 業
（ 保 全 計 画 ）

○
令和８年度以降は、１地区当たりの事業
費が2,000千円以上10,000千円以下

団 体 営 広 域
農 業 用 水
適 正 管 理 対 策 事 業

○
国庫補助率は従前の
国営土地改良事業の
国庫負担率と同様

団体営農業水利施設安
全 対 策
推 進 事 業

○ 一般地域

農地建設

○
離島及び特定地域（過疎、山村振興、特
豪、特定農山村、棚田）

団体営農業水路等長寿
命化・防災減災事業

○ 一般地域

農地建設

○
特定地域（過疎、急傾斜、山村振興、特
豪、特定農山村、棚田）

○ 離島

○ ソフト対策

団 体 営 農 道 保 全
対 策 事 業

○ 離島以外

団体営土地改良施設突
発 事 故 復 旧 事 業

○ 一般地域

農地建設○
特定地域（過疎、山村振興、特定農山
村）

○ 離島

農地整備○ 離島

○
施設の点検・機能診断、個別施設計画策
定
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国 県 地元 国 県 地元

－ － － 50 25 25

－ － － 50 25 25

－ － － 100 － －

－ － － 50 10 40

－ － － 50 15 35

－ － － 50 17.5 32.5

－ － － 50 15 35

－ － － 50 20 30

－ － － 50 － 50 農村環境

55 15 30 50 － 50 農村環境

－ － － 50 18 32

－ － － 55 18 27

－ － － 50 － 50

－ － － 55 － 45

団体営渇水対策施
設 緊 急 整 備 事 業

○ 一般地域

農地建設

○
離島及び特定地域（過疎、急傾斜、山村振
興、特豪、特定農山村、棚田）

多 面 的
機能支払
交 付 金

農地維持
支 払
交 付 金

活動組織

農村環境
資源向上
支 払
交 付 金

活動組織

多面的機
能支払推
進 事 業

県、市町
村、推進
組 織

担当課事　　業　　名 事業主体
昭和59年度負担率 平成５年度以降負担率

備　　　考

農村環境

○
農村生活環境整備（農業
集落道整備、営農飲雑用
水施設整備、農業集落排
水施設整備、用地整備及
び農業集落防災安全施設
整備）

○

○

○ 農業生産基盤整備

○
平成19年度新規採択地区までは県は市町村
の起債償還に対し後年度に事業費の12％を
助成

団 体 営 農 村 振 興
総 合 整 備 事 業

○

農業集落排水事業

団 体 営 地 域 用 水
環 境 整 備 事 業

○

農村生活環境整備

一般地域

特定地域

農村生活環境整備
（地域資源利活用施設整備）

団 体 営 農 山 漁 村
情報通信環境施設
整 備 事 業

市町村、
土 改 等

一般地域

農村環境

市町村、
土 改 等

特定地域（過疎、急傾斜、山村振興、特
豪、特定農山村、棚田）
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５　耕地災害復旧事業

国 県 地元

65～
国庫補
助残の
70％

国庫補
助残の
30％

65～ ～35 －

50～ － ～50

65～ － ～35
暫定法による補助残
1 戸 当 た り 事 業 費

補 助 率

－ 100 －

1万円未満
1万円以上2万円未満
2万円以上6万円未満
6万円以上

 0％
70％
80％
90％

－ 100 －

工

事

費

県

農 地

施 設

県

県

○

○

負　担　率
備　　　考 担当課

施 設

県

営

団

体

営

項目 事業主体

農地建設

事 務 費

１　左の率は普通補助率

２　高率補助率
　(1)一次高率
　　　1戸当たり事業費8万円を超え15万円
　　以下の部分
　　　　農地　　80％
　　　　施設　　90％
　(2)二次高率
　　　1戸当たり事業費が15万円を超える
　　部分
　　　　農地　　90％
　　　　施設　 100％
　(3)激甚災害の場合

(国庫補助率は上記を基準にして、市町
村ごとに算出する）

一 般

地 す べ り
防 止 区 域

農 地

県
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６　県単独公共事業

県 地元 県 地元

35 65 40 60

35 65 40 60

35 65 40 60

40 60 40 60

30 70 35 65

30 70 35 65

30 70 35 65

30 70 35 65

農業用水克雪利用事
業は、かんがい排水
事業と同じ補助率

－ － 50 50

土地改良区等へは、
市町村からの間接補
助がある（特豪のみ
の指定区域は除
く）。

100 － 100 － 農地建設県

特定地域
　＝過疎、
　　急傾斜、
　　山村振興、
　　特豪、
　　離島、
　　特定農山村

○

○

○

○

○

市 町 村

市 町 村

○

地 す べ り 防 止 工 事

農 業 集 落 道
整 備 事 業

農業集落排水施設
整 備 事 業

ニ ュ ー 新 潟
む ら づ く り 事 業

県
単
農
業
・
農
村
整
備
事
業

農
業
基
盤
整
備
事
業

農
村
整
備
事
業

中 山 間
地 域
整 備 事 業

中 山 間 地 域
総合対策事業

かんがい排水事業

ほ 場 整 備 事 業

農 地 開 発 事 業

農 地 防 災 事 業

農 道 整 備 事 業
農地整備

事　　業　　名 担当課
一般地域 特定地域

備　　考事業主体

市 町 村
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７　非公共事業

国 県 地元

○ 50 12.5 37.5

○ 55 17.5 27.5

○ 50 10 40

○ 55 15 30

○
62.5
(65)
[100]

10
(10)
[0]

27.5
(25)
[0]

〇
50

(55)
[100]

10
(10)
[0]

40
(35)
[0]

〇
55

(60)
10

(10)
35

(30)

○
50

(55)
10

(10)
40

(35)

○ 55 22.5 22.5

○ 55 12.5 32.5

○ 55 20 25

○ 55 10 35

50 21.43 28.57

30 30 40

30 30 40

40 30 30

50 20 30

18.75
9.375
以内

71.875

以上

25
12.5
以内

62.5
以上

50 － 50

( )書きは離島
[ ]書きは、水田農業高収益化推進
計画関連地区（令和８年度採択分ま
で）、輸出事業計画関連地区・フ
ラッグシップ輸出産地関連地区・ス
マート農業導入推進計画作成地区
（令和11年度採択分まで）、省力化
整備計画作成地区（令和12年度採択
分まで）に適用する。

( )書きは離島及び特定地域（過
疎、急傾斜、山村振興、特豪、特定
農山村、棚田）
[ ]書きは、水田農業高収益化推進
計画関連地区（令和８年度採択分ま
で）、輸出事業計画関連地区・フ
ラッグシップ輸出産地関連地区・ス
マート農業導入推進計画作成地区
（令和11年度採択分まで）、省力化
整備計画作成地区（令和12年度採択
分まで）に適用する。

( )書きは離島

(　)書きは離島及び特定地域（過
疎、急傾斜、山村振興、特豪、特定
農山村、棚田）

農地整備
経 営 体 育 成 促 進
換 地 等 調 整 事 業

農地中間管理機構関
連農地整備事業（国
補）に適用する

農業競争力強化農地
整備事業（国補）に
適用する

中山間地域農業農村
総合整備事業（国
補）に適用する

上 記 以 外

一般地域

農地整備

離島及び特定地域（過疎、急傾斜、
山村振興、特豪、特定農山村、棚
田）

区 画 整 理 単 独 実 施 地 区

一般地域

離島及び特定地域（過疎、急傾斜、
山村振興、特豪、特定農山村、棚
田）

基 盤 整 備 促 進 事 業

事　　業　　名 事業主体
負　担　率

備　　考 担当課

団 体 営
里地棚田
保全整備
事 業

県 土
保 全 型

農 業 生 産 基 盤 整 備 離島及び特定地域（過疎、山村振
興、特定農山村、棚田）でかつ、地
すべり防止区域

農村環境

土 地 改 良 施 設 等
基 盤 整 備

上 記 以 外

農 業 生 産 基 盤 整 備
離島及び特定地域（過疎、山村振
興、特定農山村、棚田）土 地 改 良 施 設 等

基 盤 整 備

基 幹 水 利 施 設
管 理 事 業

整 備 補 修

市 町 村 農地建設

維 持 管 理
治水協定を締結済み等のダム
国33.33、県30、地元36.67

水利施設管理強化事業

一 般 型

県

農地建設

防 災 減 災 機 能 等
強 化 事 業

整 備 補 修 事 業
（水土里ビジョン型）

土 地 改 良 施 設
維持管理適 正化 事業

整 備 補 修 事 業

県 土 連

農地建設連 携 管 理 保 全 型
整備補修
国50、県25以内、地元25以上

特 別 型

整備補修
国50、県25以内、地元25以上
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国 県 地元

○ 50 － 50 一般地域

○ 55 － 45
離島及び特定地域（過疎、急傾
斜、山村振興、特豪、特定農山
村、棚田）

○

土 改 等 －
30

以内
70

以上
農地建設

県 100 － － 平成24～令和12年度 農地建設

○ 100 － － 平成24～令和12年度
農地建設
農地整備

○

50
(55)
[62.5]
｛65｝
〈61〉

50
(45)
[37.5]
｛35｝
〈39〉

－

○

50
(55)

[62.5]
｛65｝
〈61〉

－

50
(45)
[37.5]
｛35｝
〈39〉

○

50
　50※
(55)
　(55)

※

50
　25※
(45)
(22.5)

※

　25※

(22.5)
※

土 改 等 50 － 50 農地整備

市 町 村 50 25 25

森 林 組 合 2/3 1/6 1/6

市 町 村 － 100 － 農村環境

○ － 50 50 農村環境

○ － 50 50 農村環境

市 町 村 、
棚田協議会

－ 50 50
主傾斜1/20以上の農地面積が当
該地域内の全農地面積の1/2以上
の地域

農村環境

県 100 － － 農村環境

園 芸 産 地 化 モ デ ル 支 援 事 業

担当課

防災・減災対策農業水利施設点検・調査
事 業 費

防災・減災対策農業水利施設点検・調査事業
補 助 金

県 単 農 業 水 利 施 設 管 理 強 化 事 業

事　　業　　名 事業主体
負　担　率

備　　考

耕作条件改善事業 農地整備

定 額 国助成単価による

定 率

棚 田 地 域 保 全 対 策 事 業 補 助 金

田 園 自 然 環 境 保 全 ・ 再 生 支 援 事 業

棚田地域情報通信環境整備計画策定事業

農地整備

指 導 事 業

調 査 ・ 調 整 事 業

集 積 促 進 事 業

地 籍 調 査 事 業 農村環境

農 業 経 営 高 度 化
支 援 事 業

担 い 手 育 成
農 地 集 積 事 業

農業基盤整備資金の
無 利 子 融 資

( )書きは、県営経営体育成基盤
整備事業の離島及び特定地域に
適用する。

特定地域＝過疎、急傾斜、山村
　　振興、特豪、特定農山村、
　　棚田

[ ]書きは、農地中間管理機構関
連型の離島以外に適用する。

｛ ｝書きは、農地中間管理機構
関連型の離島に適用する。

〈 〉書きは、高収益作物転換型
に適用する。

※は、令和５年度採択地区から
適用する。

農業集落排水整備事業起債償還助成費

農 村 振 興 整 備 地 区 支 援 事 業
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国 県 地元

○ 100 － － 農村環境

県、市町
村、土地
改 良 区

100 － － 令和４～令和７年度 農村環境

県
50

(100)
50
－

－ 農地計画

〇
50

(100)
－

50
－

農地計画

○ 50 － 50 一般地域

○ 55 － 45
離島及び特定地域（過疎、急傾斜、山村
振興、特豪、特定農山村、棚田等）

市 町 村 50 － 50 農地計画

50
(100)
[100]

25
(-)
[－]

25
(-)
[－]

・かんがい排水事業
　（国補・交付金適用）
・基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業
　（国補・交付金適用）
・経営体育成基盤整備事業
　（国補・交付金適用）
・畑地帯総合整備事業
　（国補・交付金適用）
・中山間地域総合整備事業
　（交付金適用）
・農地環境整備事業（交付金適用）
・農道整備事業（広域農道）
　（交付金適用）
・防災ダム事業（国補・交付金適用）
・農道橋等保全対策事業（国補適用）
・地域用水環境整備事業
　（国補・交付金適用）

( )書きは、水利施設等保全高度化事業
（国補）に適用する（令和11年度まで）
［ ］書きは、農業競争力強化農地整備事
業（国補）のうち、水田農業高収益化推
進計画関連地区（令和８年度採択分ま
で）、輸出事業計画関連地区・フラッグ
シップ輸出産地関連地区・スマート農業
導入推進計画作成地区（令和11年度採択
分まで）、省力化整備計画作成地区（令
和12年度採択分まで）に適用する。

農地計画

－ 50 50

・かんがい排水事業
　（国補・交付金適用外）
・基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業
　（国補・交付金適用外）
・経営体育成基盤整備事業
　（国補・交付金適用外）
・畑地帯総合整備事業
　（国補・交付金適用外）
・中山間地域総合整備事業
　（交付金適用外）
・中山間地域農業農村総合整備事業
　（国補適用外）
・農地環境整備事業（交付金適用外）
・農道整備事業（広域農道）
　（交付金適用外）
・防災ダム事業（国補・交付金適用外）
・農道橋等保全対策事業（国補適用外）
・地域用水環境整備事業
　（国補・交付金適用外）

農地計画

実
施
計
画

事　　業　　名 事業主体

県
県営農業農村整備 事業
実 施 計 画

県
　
営

農山漁村情報通信環境整備計画策定事業
補 助 金

県営農業用水水利権変更更新調査

団体営農業用水水利権変更更新調査

調
査

地 形 図 作 成 事 業
（ 基 盤 整 備 促 進 事 業 ）

基本計画

担当課
負　担　率

備　　考

単純更新以外の水利権に係る調査等を支
援
( )書きは、農業水路等　長寿命化・防災
減災事業（国補）で、水利施設整備と併
せ行う場合に適用する。

農業農村環境整備 実施
調 査 計 画

農地計画

農村地域小水力発電等導入促進事業
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国 県 地元

62.5
[100]

25
[－]

12.5
[－]

経営体育成基盤整備事業
（農地中間管理機構関連農地整備事業
（国補）に適用する）
［ ］書きは、農地中間管理機構関連農
地整備事業（国補）のうち、水田農業高
収益化推進計画関連地区（令和８年度採
択分まで）、輸出事業計画関連地区・フ
ラッグシップ輸出産地関連地区・スマー
ト農業導入推進計画作成地区（令和11年
度採択分まで）、省力化整備計画作成地
区（令和12年度採択分まで）に適用す
る。

農地計画

55
(60)

22.5
(20)

22.5
(20)

中山間地域農業農村総合整備事業（国
補）
( )書きは、離島に適用する。

農地計画

県
50

(100)
25
(-)

25
(-)

農村災害対策整備事業
( )書きは、農村地域防災減災事業（国
補）に適用する（令和12年度まで）

農地計画

中山間地域総合整備事業（交付金適用） 農地計画

農村振興総合整備事業 農村環境

○
50

(100)
－

50
(-)

基盤整備促進事業
農地防災事業
( )書きは、水利施設等保全高度化事業
（国補）（令和11年度まで）及び農村地
域防災減災事業（国補）（令和12年度ま
で）に適用する。

農地計画

○
50

(100)
－

50
(-)

農業集落排水事業（国補・交付金適用）
営農飲雑用水事業（国補）
（）書きは、施設計画策定、機能保全計
画策定に適用する。

農村環境

事　　業　　名 事業主体
負　担　率

団
体
営

農村振興総合整備事業
実 施 計 画

実
施
計
画

県
　
営

県営農業農村整備事業
実 施 計 画

県

県営農村災害対策整備事
業 調 査 計 画

団 体 営 調 査 設 計 事 業

団 体 営 農 村 整 備 事 業
調 査 計 画 補 助 金

市 町 村 50 －

備　　考 担当課

50
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